
浜松市中山間地域コミュニティビジネス等起業資金貸与実施要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、浜松市中山間地域コミュニティビジネス等起業資金貸与条例（平成  

２７年浜松市条例第４６号。以下「条例」という。）及び浜松市中山間地域コミュニティ

ビジネス等起業資金貸与条例施行規則（平成２７年浜松市規則第４３号。以下「規則」

という。）の実施について必要な事項を定める。 

（貸与の対象） 

第２条 規則第４条第１項に規定する別で定める者は、浜松山里いきいき応援隊実施要綱

（平成２５年５月１日施行）に基づき浜松山里いきいき応援隊として委嘱され、委嘱期

間を終了した日から、１年以内の者とする。 

（貸与の申請） 

第３条 規則第６条第１項の申請書は、起業資金貸与申請書（第１号様式）とする。 

（貸与の決定） 

第４条  規則第８条の通知は、次に定める様式とする。 

（１）起業資金貸与決定通知書（第２号様式） 

（２）起業資金不貸与決定通知書（第３号様式） 

（貸与の辞退） 

第５条 規則第１０条第１項の届出書は、起業資金貸与辞退届（第４号様式）とする。 

（借用誓約書等の提出） 

第６条 規則第１１条第１項の借用誓約書は、起業資金借用誓約書（第５号様式）とする。 

（貸与の方法） 

第７条 規則第１１条第２項の規定による起業資金の貸与の方法は、規則第８条の規定に

より決定した金額を一括して貸与するものとする。 

２ 前項による貸与を受けようとするときは、請求書（第６号様式）を市長へ提出しなけ

ればならない。 

（変更の承認） 

第８条 規則第１２条第１項の申請書は、事業内容変更承認申請書（第７号様式）とする。 

２ 規則第１２条第２項の申請書は、連帯保証人変更承認申請書（第８号様式）とする。 

３ 規則第１２条第４項の申請書は、事業承継承認申請書（第９号様式）とする。 

４ 規則第１２条第６項の通知は、次に定める様式とする。 

（１）事業内容変更承認申請の承認・不承認通知書（第１０号様式） 

（２）連帯保証人変更承認申請の承認・不承認通知書（第１１号様式） 

（３）事業承継承認申請の承認・不承認通知書（第１２号様式） 



 （異動等の届出） 

第９条 規則第１３条第１項の届出書は、事業開始届出書（第１３号様式）とする。 

２ 規則第１３条第３項の届出書は、事業廃止・休止届出書（第１４号様式）とする。 

３ 規則第１３条第４項の届出書は、事業再開届出書（第１５号様式）とする。 

４ 規則第１３条第５項の届出書は、事業違反届出書（第１６号様式）とする。 

５ 規則第１３条第６項の届出書は、氏名・住所等変更届出書（第１７号様式）とする。 

（死亡の届出） 

第１０条 規則第１４条第１項の届出書は、死亡届出書（第１８号様式）とする。 

（対象事業の遂行状況） 

第１１条 規則第１５条第１項の報告書は、起業資金使用報告書（第１９号様式）とする。 

２ 規則第１５条第２項の報告書は、事業実施報告書（第２０号様式）とする。 

（起業資金等の返還） 

第１２条 規則第１７条第１項の申請書は、起業資金等返還免除申請書（第２１号様式）

とする。 

２ 規則第１７条第３項の通知は、次に定める様式とする。 

（１）起業資金等返還免除決定通知書（第２２号様式） 

（２）起業資金等返還免除不決定通知書（第２３号様式） 

附 則 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 


